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青森市バスケットボール協会では、少子化高齢社会の中、スポーツの振興を図る
ため 「総合型地域バスケットボールクラブ」を設立することにいたしました。、
目下、クラブ設立に向けて準備を進めております。今後、青森市バスケットボー

ル協会ホームページを通して、設立後の活動についてお知らせしてまいりますので、
お願い申し上げます。

記

１．事業内容 「総合型地域バスケットボールクラブ」の設立および運営

２．概 要 ①青森市をいくつかの地域ブロックに分け、そのブロック
②クラブの指導者および運営者は、その地域ブロックに在
住する者がその任を負う。なお、指導者は日本協会公認
の有資格者もしくは当協会が推薦する者とする。

③クラブの活動には、その地域ブロックの小学校および中
学校の体育館を借用する。

④クラブの活動日は、第１および第３日曜日とする。
⑤クラブの参加対象は、原則としてその地域ブロックに在
住する者とする。

※クラブ設立についての詳細は、青森市バスケットボール協会ホームページ
に掲載されます。

３．連 絡 先 青森市バスケットボール協会
事務局長 櫻井 裕輝（さくらい ひろあき）
〒０３０－０１２５
青森市四ツ石字里見６４－６
青森市立横内中学校内
：０１７－７３８－２１４３TEL

：０１７－７３８－６３４３FAX

４．後 援 青森市教育委員会 （財）青森市体育協会、

５ 「総合型地域スポーツクラブ」について．
標記のクラブは、平成１２年に文部省（当時、現在は文部科学省）が我が

国のスポーツ振興基本計画を策定した際 「生涯スポーツおよび競技スポー、
ツと学校体育・スポーツの連携を図る上で重要な役割を果たす位置にあり、
参加者により運営される者」と定義されています。
特徴として、
①複数の種目が用意されていること。
②子どもから高齢者まで、初心者からトップレベルの競技者まで、地域
の誰もが年齢、興味・関心、技術・技能レベルに応じて、いつまでも
活動できること。

などが挙げられます。




